
犬山市特別職報酬等審議会次第 

 

 

日 時：令和７年１１月１２日（水） 

                               午後６時～８時       

                                        場 所：犬山市役所４階４０１会議室 

 

 

１．委嘱状伝達 

 

 

２．市長あいさつ 

 

 

３．自己紹介 

 

 

４．会長選出 

 

 

５．議 事 

 

 (1) 市長、副市長及び教育長の給料並びに市議会議員の報酬の改定につ 

   いて 

 

 (2) その他 

 



 

犬山市附属機関設置条例 

 

別表第１(第２条関係)より抜粋 

市長の附属機関 

名   称  犬山市特別職報酬等審議会 

担任する事務 市長の諮問に応じ、議会の議員の報酬の額並びに市長、副市長及び教育長の給料

の額について審議する。 

委員の定数  10人以内 

委員の任期  任命又は委嘱の日から当該諮問に係る答申の日まで 

 

 

犬山市特別職報酬等審議会規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、犬山市附属機関設置条例（平成 28年条例第 36号）第８条の規定に基づき、犬

山市特別職報酬等審議会（以下「審議会」という。）に関し必要な事項を定めるものとする。 

（諮問） 

第２条 市長は、議会の議員の報酬の額並びに市長、副市長及び教育長の給料の額に関する条例を議

会に提出しようとするときは、あらかじめ当該報酬及び給料の額について、審議会の意見を聞くも

のとする。 

（委員） 

第３条 審議会の委員は、犬山市の区域内の公共的団体等の代表者及び市民のうちから市長が委嘱す

る。 

（会長） 

第４条 審議会に会長を置く。 

２ 会長は、委員の互選により定める。 

３ 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 

４ 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を

代理する。 

（招集） 

第５条 審議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集する。ただし、会長及びその職務を

代理する者が在任しないときの会議は、市長が招集する。 

２ 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

（庶務） 

第６条 審議会の庶務は、経営部総務課において行う。 

（補則） 

第７条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。 

附 則 

１ この規則は、犬山市附属機関設置条例の施行の日から施行する。 
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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6
.
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1
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5
9
,
3
3
5

3
1

9
1
9
,
0
0
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3
5

7
7
3
,
0
0
0

3
1

6
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1
,
0
0
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3
0

R
6
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4
.
1

碧
南
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2
,
1
1
1

2
4

1
,
0
0
3
,
0
0
0

1
6

8
2
2
,
0
0
0

1
5

7
1
5
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0
0
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2
1
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5
.
4
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1
5
2
,
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4
4
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1
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0
2
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,
0
0
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1
2
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,
0
0
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2
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1
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0
0
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1
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1
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1
3
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0
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0
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1
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0
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7
H
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3
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1
8
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5
0
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6
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4
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0
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1
1
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0
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0
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9
R
6
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西
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1
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0
,
2
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1
,
0
0
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,
0
0
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1
3
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8
7
,
0
0
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2
5

7
1
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0
0
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1
8
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2
4
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4
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蒲
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7
7
,
1
5
9

2
2
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2
7
,
0
0
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3
1

7
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,
0
0
0

2
7

6
9
7
,
0
0
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2
7

H
2
2
.
4
.
1
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7
1
,
0
6
7

2
5
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6
7
,
0
0
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2
3

8
0
2
,
0
0
0

2
0

7
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0
0
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2
2
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6
.
4
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1

常
滑

5
8
,
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3
7

3
2

9
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6
,
0
0
0

2
7

7
7
5
,
0
0
0

2
9

6
9
3
,
0
0
0

2
9

R
6
.
4
.
1

江
南

9
7
,
9
2
8

1
5

9
6
1
,
0
0
0

2
5

8
1
6
,
0
0
0

1
6

7
2
7
,
0
0
0

1
5

H
2
4
.
4
.
1

小
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1
4
8
,
6
7
4

1
0

1
,
0
7
5
,
0
0
0

8
8
8
3
,
0
0
0

8
7
5
9
,
0
0
0

8
R
7
.
4
.
1

稲
沢

1
3
2
,
4
3
5

1
1

1
,
0
0
7
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0
0
0

1
3

8
3
0
,
0
0
0

1
3

7
4
3
,
0
0
0

1
0

R
7
.
4
.
1

新
城

4
2
,
0
0
4

3
7

9
2
5
,
0
0
0

3
2

7
7
5
,
0
0
0

2
9

6
8
0
,
0
0
0

3
2

H
1
7
.
1
0
.
1

東
海

1
1
3
,
2
4
2

1
4

1
,
0
8
8
,
0
0
0

6
8
9
3
,
0
0
0

6
8
4
2
,
0
0
0

1
R
7
.
4
.
1
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9
3
,
1
1
2

1
7

1
,
0
6
4
,
0
0
0

1
0

8
7
9
,
0
0
0

9
7
9
0
,
0
0
0

4
R
7
.
4
.
1

知
多

8
2
,
7
9
7

2
1

9
7
5
,
0
0
0

2
2

7
9
5
,
0
0
0

2
4

7
3
2
,
0
0
0

1
4

R
7
.
4
.
1

知
立

7
2
,
5
5
7

2
3

9
4
4
,
0
0
0

2
8

7
8
3
,
0
0
0

2
6

7
0
9
,
0
0
0

2
5

R
7
.
4
.
1

尾
張

旭
8
3
,
6
0
6

2
0

9
9
7
,
0
0
0

1
7

7
9
9
,
0
0
0

2
2

7
1
7
,
0
0
0

1
9

R
7
.
4
.
1

高
浜

4
8
,
9
6
6

3
4

9
1
2
,
0
0
0

3
6

7
5
8
,
0
0
0

3
4

6
6
0
,
0
0
0

3
7

R
6
.
4
.
1

岩
倉

4
7
,
7
0
0

3
5

9
8
9
,
0
0
0

1
9

8
1
6
,
0
0
0

1
6

7
1
6
,
0
0
0

2
0

H
2
4
.
4
.
1

豊
明

6
7
,
7
6
8

2
7

9
8
7
,
0
0
0

2
0

8
0
6
,
0
0
0

1
9

7
4
2
,
0
0
0

1
1

R
6
.
4
.
1

日
進

9
4
,
2
6
0

1
6

1
,
0
0
5
,
0
0
0

1
5

8
2
6
,
0
0
0

1
4

7
4
2
,
0
0
0

1
1

R
7
.
4
.
1

田
原

5
8
,
2
0
4

3
3

9
5
0
,
0
0
0

2
6

7
8
0
,
0
0
0

2
8

7
0
0
,
0
0
0

2
6

R
7
.
4
.
1

愛
西

6
0
,
2
2
8

3
0

9
6
2
,
0
0
0

2
4

7
9
7
,
0
0
0

2
3

6
9
5
,
0
0
0

2
8

R
7
.
4
.
1

清
須

6
8
,
7
8
1

2
6

9
2
0
,
0
0
0

3
4

7
5
0
,
0
0
0

3
6

6
7
0
,
0
0
0

3
5

H
1
7
.
7
.
7

北
名

古
屋

8
5
,
8
2
2

1
9

9
7
7
,
0
0
0

2
1

8
0
0
,
0
0
0

2
1

7
1
0
,
0
0
0

2
3

H
2
7
.
4
.
1

弥
富

4
3
,
3
6
6

3
6

9
3
1
,
0
0
0

3
0

7
7
0
,
0
0
0

3
2

6
7
2
,
0
0
0

3
4

H
2
8
.
1
0
.
1

み
よ

し
6
1
,
3
4
5

2
9

9
2
3
,
0
0
0

3
3

7
6
1
,
0
0
0

3
3

6
9
1
,
0
0
0

3
0

H
2
4
.
4
.
1

あ
ま

8
8
,
1
8
9

1
8

9
3
5
,
0
0
0

2
9

7
5
3
,
0
0
0

3
5

6
7
3
,
0
0
0

3
3

R
6
.
4
.
1

長
久

手
6
1
,
3
8
1

2
8

8
9
8
,
0
0
0

3
7

7
3
1
,
0
0
0

3
7

6
6
5
,
0
0
0

3
6

R
6
.
4
.
1

平
均

1
2
8
,
9
4
4

9
9
8
,
3
5
1

8
2
2
,
6
2
2

7
2
4
,
8
9
2

R
7
.
4
.
1
現

在
給

　
　

　
料

給
　

　
　

料
給

　
　

　
料

※
上
記
資
料
は
令
和
７
年
度
人
事
院
勧
告
を
反
映
す
る
前
の
も
の
で
す
。

市
　

名
適

用
年

月
日

備
　

考

人
　

　
　

口
市

　
　

　
　

　
　

長
副

　
　

 
市

　
　

 
長

教
　

　
 
育

　
　

 
長

資
料
③
－
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③
－

２
　

愛
知

県
下

各
市

議
員

報
酬

額
一

覧
表

(
名

古
屋

市
は

除
く

)
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

人
数

(人
)

順
位

金
　

額
(
円

)
順

位
金

　
額

(
円

)
順

位
金

　
額

(
円

)
順

位
金
　
額

(
円

)
順

位
金
　
額

(
円

)
順

位

豊
橋

36
4,

73
7

4
71

6,
00

0
3

65
1,
00
0

3
58
5,
00
0

3
H2
7.
4.
1

1
3
1
,
0
0
0

1
6
6
,
0
0
0

1

岡
崎

38
1,

63
8

2
74

0,
00

0
2

67
2,
00
0

2
61
7,
00
0

2
R6
.1
0.
2
6

1
2
3
,
0
0
0

3
5
5
,
0
0
0

5

一
宮

37
5,

82
7

3
64

8,
00

0
5

59
6,
00
0

5
55
3,
00
0

4
R6
.4
.1

9
5
,
0
0
0

1
9

4
3
,
0
0
0

1
3

瀬
戸

12
5,

78
6

12
55

1,
00

0
13

48
3,
00
0

20
45
3,
00
0

18
R7
.4
.1

9
8
,
0
0
0

1
6

3
0
,
0
0
0

3
0

半
田

11
5,

83
5

13
55

5,
00

0
12

50
3,
00
0

13
46
6,
00
0

13
R7
.4
.1

8
9
,
0
0
0

2
7

3
7
,
0
0
0

2
0

春
日

井
30
5,

24
9

5
66

5,
00

0
4

60
1,
00
0

4
55
2,
00
0

5
R7
.4
.1

1
1
3
,
0
0
0

6
4
9
,
0
0
0

9

豊
川

18
5,

44
1

7
56

3,
00

0
9

51
3,
00
0

9
48
0,
00
0

10
R6
.4
.1

8
3
,
0
0
0

2
9

3
3
,
0
0
0

2
5

津
島

59
,3

35
31

48
9,

00
0

35
44
8,
00
0

27
42
4,
00
0

25
R6
.4
.1

6
5
,
0
0
0

3
6

2
4
,
0
0
0

3
3

碧
南

72
,1

11
24

54
3,

00
0

16
50
3,
00
0

13
44
8,
00
0

20
H1
5.
4.
1

9
5
,
0
0
0

1
9

5
5
,
0
0
0

5

刈
谷

15
2,

84
4

9
59

8,
00

0
6

55
6,
00
0

6
49
4,
00
0

7
R7
.4
.1

1
0
4
,
0
0
0

1
2

6
2
,
0
0
0

2

豊
田

41
5,

13
8

1
76

7,
00

0
1

69
8,
00
0

1
64
9,
00
0

1
R6
.4
.1

1
1
8
,
0
0
0

4
4
9
,
0
0
0

9

安
城

18
7,

50
0

6
57

8,
00

0
8

53
5,
00
0

7
48
2,
00
0

9
R6
.4
.1

9
6
,
0
0
0

1
7

5
3
,
0
0
0

7

西
尾

17
0,

25
8

8
55

1,
00

0
13

51
1,
00
0

11
45
5,
00
0

16
H2
4.
4.
1

9
6
,
0
0
0

1
7

5
6
,
0
0
0

4

蒲
郡

77
,1

59
22

53
2,

00
0

19
48
9,
00
0

16
45
7,
00
0

15
H2
2.
4.
1

7
5
,
0
0
0

3
4

3
2
,
0
0
0

2
7

犬
山

71
,0

67
25

52
9,

00
0

22
48
8,
00
0

17
47
3,
00
0

12
R6
.4
.1

5
6
,
0
0
0

3
7

1
5
,
0
0
0

3
7

常
滑

58
,6

37
32

50
3,

00
0

28
44
2,
00
0

30
40
4,
00
0

31
R6
.4
.1

9
9
,
0
0
0

1
5

3
8
,
0
0
0

1
8

江
南

97
,9

28
15

53
2,

00
0

19
48
5,
00
0

19
45
0,
00
0

19
H3
0.
4.
1

8
2
,
0
0
0

3
1

3
5
,
0
0
0

2
2

小
牧

14
8,

67
4

10
59

6,
00

0
7

53
4,
00
0

8
50
4,
00
0

6
H1
2.
4.
1

9
2
,
0
0
0

2
4

3
0
,
0
0
0

3
0

稲
沢

13
2,

43
5

11
56

2,
00

0
10

51
2,
00
0

10
48
9,
00
0

8
R7
.4
.1

7
3
,
0
0
0

3
5

2
3
,
0
0
0

3
4

新
城

42
,0

04
37

48
9,

00
0

35
40
9,
00
0

36
37
2,
00
0

35
H1
7.
10
.
1

1
1
7
,
0
0
0

5
3
7
,
0
0
0

2
0

東
海

11
3,

24
2

14
55

8,
00

0
11

50
8,
00
0

12
47
5,
00
0

11
R7
.4
.1

8
3
,
0
0
0

2
9

3
3
,
0
0
0

2
5

大
府

93
,1

12
17

55
0,

00
0

15
49
7,
00
0

15
46
3,
00
0

14
R7
.4
.1

8
7
,
0
0
0

2
8

3
4
,
0
0
0

2
3

知
多

82
,7

97
21

53
6,

00
0

18
48
6,
00
0

18
45
4,
00
0

17
R7
.4
.1

8
2
,
0
0
0

3
1

3
2
,
0
0
0

2
7

知
立

72
,5

57
23

50
2,

00
0

29
43
2,
00
0

31
41
0,
00
0

27
R7
.4
.1

9
2
,
0
0
0

2
4

2
2
,
0
0
0

3
5

尾
張

旭
83
,6

06
20

54
1,

00
0

17
47
0,
00
0

21
43
2,
00
0

22
R7
.4
.1

1
0
9
,
0
0
0

1
1

3
8
,
0
0
0

1
8

高
浜

48
,9

66
34

46
2,

00
0

37
39
8,
00
0

37
37
1,
00
0

36
R6
.4
.1

9
1
,
0
0
0

2
6

2
7
,
0
0
0

3
2

岩
倉

47
,7

00
35

51
2,

00
0

27
46
2,
00
0

25
43
1,
00
0

23
H1
0.
10
.
1

8
1
,
0
0
0

3
3

3
1
,
0
0
0

2
9

豊
明

67
,7

68
27

50
0,

00
0

31
44
6,
00
0

28
40
6,
00
0

28
R6
.4
.1

9
4
,
0
0
0

2
2

4
0
,
0
0
0

1
4

日
進

94
,2

60
16

53
1,

00
0

21
47
0,
00
0

21
43
6,
00
0

21
R7
.4
.1

9
5
,
0
0
0

1
9

3
4
,
0
0
0

2
3

田
原

58
,2

04
33

50
0,

00
0

31
43
0,
00
0

33
39
0,
00
0

33
H3
1.
4.
1

1
1
0
,
0
0
0

9
4
0
,
0
0
0

1
4

愛
西

60
,2

28
30

52
1,

00
0

24
46
8,
00
0

24
41
7,
00
0

26
R7
.4
.1

1
0
4
,
0
0
0

1
2

5
1
,
0
0
0

8

清
須

68
,7

81
26

51
5,

00
0

26
42
5,
00
0

35
40
5,
00
0

30
H1
8.
5.
1

1
1
0
,
0
0
0

9
2
0
,
0
0
0

3
6

北
名

古
屋

85
,8

22
19

52
5,

00
0

23
47
0,
00
0

21
43
1,
00
0

23
H2
7.
4.
1

9
4
,
0
0
0

2
2

3
9
,
0
0
0

1
7

弥
富

43
,3

66
36

49
8,

00
0

33
44
6,
00
0

28
39
8,
00
0

32
H2
8.
10
.
1

1
0
0
,
0
0
0

1
4

4
8
,
0
0
0

1
1

み
よ

し
61
,3

45
29

50
2,

00
0

29
43
0,
00
0

33
39
0,
00
0

33
R6
.4
.1

1
1
2
,
0
0
0

7
4
0
,
0
0
0

1
4

あ
ま

88
,1

89
18

51
8,

00
0

25
45
2,
00
0

26
40
6,
00
0

28
R6
.4
.1

1
1
2
,
0
0
0

7
4
6
,
0
0
0

1
2

長
久

手
61
,3

81
28

49
7,

00
0

34
43
1,
00
0

32
36
9,
00
0

37
R6
.4
.1

1
2
8
,
0
0
0

2
6
2
,
0
0
0

2

平
均

12
8,

94
4

55
3,

37
8

49
5,
94
6

45
6,
51
4

9
6
,
8
6
5

3
9
,
4
3
2

※
上
記
資
料
は
令
和
７
年
度
人
事
院
勧
告
を
反
映
す
る
前
の
も
の
で
す
。

備
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
考

議
長

副
議
長

R7
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現

在
報

　
　

　
酬

報
　

　
　

酬
報

　
　

　
酬

議
員
と
の
差

議
員
と
の
差

市
　
名

人
　

　
　

口
議

　
　

　
長

副
　

議
　

長
議

　
　

　
員

適
用

年
月

日

資
料
③
－
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地
域

期
末

勤
勉

役
　

職
管

理
職

通
勤

年
間

支
給

額
順

位
地

域
期

末
勤

勉
役

　
職

管
理

職
通

勤
年

間
支

給
額

順
位

地
域

期
末

勤
勉

役
　

職
管

理
職

通
勤

年
間

支
給

額
順

位

(
％

)
(
月

)
(
月

)
加

算
(
%
)
加

算
(
%
)
有

無
(
円

)
(
％

)
(
月

)
(
月

)
加

算
(
%
)
加

算
(
%
)
有

無
(
円

)
(
％

)
(
月

)
(
月

)
加

算
(
%
)
加

算
(
%
)
有

無
(
円

)

豊
橋

3
.
4
5

-
2
0

2
5

有
1
8
,
5
4
9
,
7
2
8

9
3
.
4
5

-
2
0

2
5

有
1
5
,
5
5
7
,
2
8
8

8
3
.
4
5

-
2
0

2
5

有
1
2
,
0
7
1
,
7
7
5

2
6

岡
崎

1
0
.
5

3
.
4
5

-
2
0

2
5

2
0
,
8
6
6
,
0
7
5

2
1
0
.
5

3
.
4
5

-
2
0

2
5

1
7
,
5
1
9
,
2
7
6

2
1
0
.
5

3
.
4
5

-
2
0

2
5

1
3
,
8
7
3
,
3
2
2

6

一
宮

7
3
.
4
5

-
2
0

2
5

有
1
9
,
8
7
3
,
0
0
1

4
7

3
.
4
5

-
2
0

2
5

有
1
6
,
3
3
7
,
2
0
2

4
7

3
.
4
5

-
2
0

2
5

有
1
4
,
3
4
2
,
6
4
9

2

瀬
戸

7
3
.
4
5

-
2
0

2
5

1
8
,
0
0
5
,
3
7
4

16
7

3
.
4
5

-
2
0

2
5

1
4
,
7
9
5
,
9
5
7

1
4

7
3
.
4
5

-
2
0

2
5

1
3
,
1
6
4
,
0
5
0

1
3

半
田

3
.
4
5

-
4
5

1
8
,
2
9
4
,
6
9
0

12
3
.
4
5

-
4
5

1
5
,
0
4
7
,
2
1
3

1
0

3
.
4
5

-
4
5

1
3
,
3
4
6
,
9
6
3

1
2

春
日

井
3
.
4
5

-
2
0

2
5

1
8
,
7
5
3
,
7
5
8

7
3
.
4
5

-
2
0

2
5

1
5
,
6
4
2
,
3
0
0

7
3
.
4
5

-
2
0

2
5

1
3
,
6
1
9
,
0
0
3

8

豊
川

3
.
4
5

-
2
0

2
5

1
8
,
2
2
6
,
6
8
0

13
3
.
4
5

-
2
0

2
5

1
4
,
8
9
4
,
1
9
0

1
3

3
.
4
5

-
2
0

2
5

1
3
,
0
9
1
,
9
2
5

1
4

津
島

3
.
4
5

-
2
0

2
5

有
1
5
,
6
2
5
,
2
9
8

35
3
.
4
5

-
2
0

2
5

有
1
3
,
1
4
2
,
9
3
3

3
3

3
.
4
5

-
2
0

2
5

有
1
1
,
7
4
8
,
7
2
8

3
2

碧
南

8
3
.
4
5

-
2
0

2
5

1
8
,
3
4
8
,
5
8
1

11
8

3
.
4
5

-
2
0

2
5

1
5
,
0
3
7
,
4
2
1

1
1

8
3
.
4
5

-
2
0

2
5

1
3
,
0
7
9
,
9
9
6

1
5

刈
谷

1
6

3
.
4
5

-
2
0

2
5

2
0
,
0
7
4
,
5
2
3

3
1
6

3
.
4
5

-
2
0

2
5

1
6
,
4
5
1
,
3
1
6

3
1
6

3
.
4
5

-
2
0

2
5

1
4
,
1
2
0
,
7
1
3

5

豊
田

1
6

3
.
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　(1)　一般職員期末勤勉手当支給経過(人勧後)

期末 勤勉 計 増減

2.60 1.35 3.95 ▲0.20

2.60 1.35 3.95 －

2.60 1.35 3.95 －

2.60 1.35 3.95 －

2.60 1.50 4.10 0.15

2.60 1.60 4.20 0.10

2.60 1.70 4.30 0.10

2.60 1.80 4.40 0.10

2.60 1.85 4.45 0.05

2.60 1.90 4.50 0.05

2.55 1.90 4.45 ▲0.05

2.40 1.90 4.30 ▲0.15 ※令和4年5月議会上程・可決

2.40 2.00 4.40 0.10

2.45 2.05 4.50 0.10

2.5 2.1 4.60 0.10

2.525 2.125 4.65 0.05 ※11月議会上程

　(2)　特別職期末勤勉手当支給経過(人勧後)

期末 勤勉 計 増減 備考

特別職 2.95 － 2.95 － 加算45%

議　員 2.95 － 2.95 － 加算45%

特別職 2.95 － 2.95 ▲0.15 加算45%

議　員 2.95 － 2.95 ▲0.15 加算45%

特別職 2.95 － 2.95 － 加算45%

議　員 2.95 － 2.95 － 加算45%

特別職 2.95 － 2.95 － 加算45%

議　員 2.95 － 2.95 － 加算45%

特別職 3.10 － 3.10 0.15 加算45%

議　員 3.10 － 3.10 0.15 加算45%

特別職 3.15 － 3.15 0.05 加算45%

議　員 3.15 － 3.15 0.05 加算45%

特別職 3.25 － 3.25 0.10 加算45%

議　員 3.25 － 3.25 0.10 加算45%

特別職 3.30 － 3.30 0.05 加算45%

議　員 3.30 － 3.30 0.05 加算45%

特別職 3.35 － 3.35 0.05 加算45%

議　員 3.35 － 3.35 0.05 加算45%

特別職 3.40 － 3.40 0.05 加算45%

議　員 3.40 － 3.40 0.05 加算45%

特別職 3.35 － 3.35 ▲0.05 加算45%

議　員 3.35 － 3.35 ▲0.05 加算45%

特別職 3.25 － 3.25 ▲0.10 加算45%

議　員 3.25 － 3.25 ▲0.10 加算45%

特別職 3.30 － 3.30 0.05 加算45%

議　員 3.30 － 3.30 0.05 加算45%

特別職 3.40 － 3.40 0.10 加算45%

議　員 3.40 － 3.40 0.10 加算45%

特別職 3.45 － 3.45 0.05 加算45%

議　員 3.45 － 3.45 0.05 加算45%

特別職 3.50 － 3.50 0.05 加算45%

議　員 3.50 － 3.50 0.05 加算45%

令和６年度

令和６年度

④－３　犬山市における職員、特別職、議員の期末勤勉手当の支給経過

年　度

平成22年度

平成23年度

平成24年度

平成25年度

平成26年度

平成27年度

平成28年度

平成29年度

平成30年度

年　度

令和２年度

令和３年度

令和元年度

令和４年度

令和５年度

令和７年度

平成27年度

平成28年度

平成29年度

平成22年度

平成23年度

平成24年度

平成25年度

平成26年度

令和７年度 ※11月議会上程

令和２年度

令和３年度

平成30年度

令和元年度

令和４年度

令和５年度

※令和4年5月議
会上程・可決
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資料⑤-1

⑤　犬山市議会議員の定数の推移

年　　度 定　数 法定上限数 備　　考

昭和３４年度 ３０人 ３０人

昭和５０年度 ３０人 ３６人 人口が５万人を超えたことによる法定上限数の増

平成　７年度 ２８人 ３６人

平成１１年度 ２６人 ３６人

平成１５年度 ２５人 ３０人 地方自治法の改正により法定上限数の減

平成１９年度 ２２人 ３０人

平成２３年度 ２０人 − 地方自治法の改正により法定上限数の廃止

令和　５年度 １８人 −

8



犬山市議会議員の活動状況

○議会（本会議）の開催状況（各年５月～翌年４月）

R6 R5 R4 R3 R6 R5 R4 R3 R6 R5 R4 R3

定例議会 4 4 4 4 95 97 96 94 31 31 31 31

臨時議会
(開会議会・閉会議会含む)

5 4 3 3 6 8 4 6 6 6 4 4

計 9 8 7 7 101 105 100 100 37 37 35 35

○委員会等の開催状況（各年５月～翌年４月）

R6 R5 R4 R3

常任委員会 3 55 50 38 29

議会運営委員会 1 25 31 35 25

全員協議会 1 18 17 16 19

・令和２年５月から通年議会を実施（各年５月～４月）
・常任委員会はその他として関連団体との意見交換会、管内視察、行政視察及び報告会を実施

○他市からの行政視察受入れ状況（各年４月～翌年３月）

調査事項

議会改革

防災

観光・歴史

その他

計

・所管する委員会より委員長等が出席し、意見交換等を実施

○議員が委員等として就任している一部事務組合議会、執行機関の附属機関（令和7年10月1日現在）

R5

11

4

1

R6

8

5

R4 R3

4 2

1 0

開催回数（回） 会期日数（日） 開催日数（日）

設置数
開催日数（日）

1

2

・一部事務組合や執行機関の附属機関の委員等に議会から選出された議員が出席。

監査委員１名
愛北広域事務組合議会議員５名、尾張北部環境組合議会議員３名、愛知県尾張水害予防組合会議員２名
愛知県後期高齢者医療広域連合議員１名
総合計画審議会委員２名、表彰審査委員会委員１名、土地開発公社理事・監事３名
防災会議委員１名、国民保護協議会委員１名
犬山城管理委員会委員２名、子ども・子育て会議委員２名
岡部・相馬育英事業理事会理事１名、青少年問題協議会及び青少年センター運営協議会委員１名
休日急病診療所運営協議会委員２名、健康まちづくり推進委員会委員２名
国民健康保険運営協議会委員４名、民生委員推薦会委員１名
都市計画審議会委員４名、空家等問題対策協議会委員２名、景観審議会委員２名
環境審議会委員２名、観光戦略会議委員２名

1 3

7 51816

2

1 0
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犬山市議会の議会改革の取り組みについて 

 

【経     緯】 

①平成22年5月に議会改革推進委員会を設置 

  ・定数22名中13名が参加（＋正副議長はオブザーバーで参加） 

  ・平成23年3月までに会議を18回開催し、6回に渡って議長に答申 

           → 全員協議会で協議し、実施できるものについては、即実施 

②平成23年度からは全員協議会で協議 

③平成 29年 7月に議会改革委員会を設置 

 ・定数 20名中 13名が参加 

 ・平成 29年 7月から平成 30年 6月までに会議を 15回開催 

  〈主な取り組み〉 

 ・議会基本条例の検証・申し合わせ事項の見直し・政務活動費などの検証 

※議会改革委員会の中で協議したものを、全員協議会の場で決定。 

④平成30年7月からは再度、全員協議会で協議 

⑤令和元年7月から令和2年2月まで、ＩＣＴ検討ワーキングチームを設置し、タブレット端末の

導入について調査研究 

⑥令和元年10月から令和2年4月まで、議会運営委員会で通年議会の導入について調査研究 

⑦令和元年10月から令和3年3月まで、副議長を座長とする議会改革検討ワーキングチームを設

置し、傍聴者アンケートの実施、議員提出条例案の検討、政務活動費・委員会視察旅費の見

直し 

⑧令和 2年 1月から令和 3年 2月まで、有志議員 3名による市民参加促進ワーキングチームを

設置し、市民フリースピーチ制度の充実 

⑨令和 3年 5月から令和 4年 4月まで、副議長を座長とする議会改革ワーキングチームを設置

し、議員定数に関する調査研究、市民アンケートの実施 

⑩令和 4年 6月から 11月まで、議会運営委員会で議員政治倫理条例について調査研究 

⑪令和 5年 5月から、議会運営委員会・各常任委員会で年間を通して所管事務調査の実施・閉

会議会での報告 

⑫令和 5年 5月から、副議長を座長とする市民参加促進ワーキングチームを設置し、市民との

意見交換会・市内県立高校生との意見交換会を実施 

資料⑤-3 
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【内    容】 

１．情報公開の促進 

   ①政務活動費・議長交際費の使途を議会だよりでも公表 （平成21年度分からホームページ

では以前から公表） 

   ②委員会の会議録をホームページで公開（平成22年9月から平成18年度分から） 

   ③全員協議会・議会運営委員会の会議録をホームページで公開（平成24年5月から） 

   ④各議員の議案に対する賛否の公表（ホームページ、議会だよりにて公表） 

（平成22年9月定例会から） 

   ⑤ユーチューブ（ユーストリーム）による議会中継（平成22年11月定例会から） 

   ⑥議案をホームページで公開（平成23年9月定例会から） 

   ⑦請願をホームページで公開（平成24年12月定例会から） 

   ⑧フェイスブックを利用して議会情報を発信（平成 25年 2月から施行 平成 27年 7月から

正式に運用開始） 

  ⑨本会議に加え、全員協議会、常任委員会の会議映像を録画配信（平成 26年度分より）、

本会議議案質疑の映像再生時に議案ＰＤＦを参照できるように改善（平成 26年 3月定例会

分より） 

  ⑩市議会だよりのリニューアル（平成 30年度より） 

  ⑪聴覚障がい者に配慮し本会議の録画映像に字幕を表示（令和 4年 5月開会議会から） 

  ⑫インスタグラムを利用して議会情報を発信（令和 5年 5月から） 

  ⑬ＵＤトークを利用して本会議のライブ字幕を配信（令和 6年 9月定例議会から） 

 

２．議員報酬の見直し 

   ①離職時の日割り計算の導入（平成22年3月定例会で条例改正、平成22年4月1日施行） 

   ②各種審議会等委員報酬の廃止（平成22年9月定例会で条例改正、平成22年10月1日施行） 

 

３．議員間討議の促進 

   ①全員協議会の定期開催（平成22年度から年間15回から20回程度開催） 

   ②委員会での討議の場を設置（平成22年9月定例会から） 

   ③定例会会期中に議員間討議を行うための全員協議会を開催（平成23年12月定例会から） 

  ④９月定例会の決算審査を踏まえ、市長に対し新年度予算編成に併せての申入書を提出 

（平成31年度予算から） 

  ⑤委員会で年間を通じて所管事務調査を実施して閉会議会で報告、市長に対し申入書を提出 

（令和5年度所管事務調査から） 

 

４．議会運営の見直し 

   ①議案質疑に一問一答制を導入（平成23年6月定例会から） 

  ②通年議会の導入（令和2年5月開会議会から） 

  ③感染症まん延時等における委員会のオンライン開催を可能に（令和4年6月30日施行） 

  ④感染症等罹患時におけるオンラインによる一般質問を可能に（令和6年5月2日施行） 

  ⑤議案質疑の通告制を導入（令和6年6月定例議会から） 
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５．議会人事・組織の改革(平成23年4月の改選後から) 

   ①正副議長の選出に立候補制導入・所信表明演説の実施 

   ②議長の任期を１年から２年に 

   ③議長は常任委員会に属さない 

   ④議会選出監査委員の任期を１年から２年に 

   ⑤議会運営委員会の会派選出委員数の格差是正 

 

６．適正な政務活動費の管理(平成23年4月の改選後から) 

   ①宿泊費の実費精算 

   ②政務活動費の通帳を各会派で管理、会計帳簿の作成 

  ③政務活動費に関する書類をワンストップで閲覧可能に 

  ④政務活動費に関する領収書をホームページで公開 

  ⑤宿泊費の上限額（通常１泊11,000円）を旅費支給条例に準じて設定 

（令和4年10月１日施行） 

  ⑥議員個人の飲食代の支出を原則不可（令和4年10月１日施行） 

 

７．議会基本条例の制定（平成23年9月定例会で条例制定、平成23年10月1日施行） 

   ①議会の議決すべき事件を定める条例についても併せて条例制定 

  ②議会政治倫理条例の制定（令和5年4月30日施行） 

  ③議会基本条例の検証（陳情の趣旨説明の機会を付与、委員会の所管事務調査を条例中に明

記、議会基本条例の検証を議員の任期４年目に実施）（令和6年4月閉会議会議会運営委員

会報告） 

 

８．市民等との意見交換の場の設定 

   ①市民との意見交換会の開催 (平成23～30年度、令和元・5・6年度) 

(1)講演会 

(2)常任委員会ごとの分科会 

※平成27～29年度は講演会を行わず、市内３会場で意見交換会を開催 

   ②常任委員会ごとに関連団体との懇談会を実施（平成23年度から） 

   ③常任委員会において請願提出者の趣旨説明の機会を付与（平成24年9月定例会から） 

  ④フェイスブックによるパブリックコメントの試行（平成25年8月） 

  ⑤学生議会を開催（平成 28年 2月） 

  ⑥こども（親子）議場見学会を開催（平成 28年 8月から） 

  ⑦女性議会を開催（平成 30年 2月・令和 4年 3月） 

  ⑧市民フリースピーチ制度を開催（平成 30年 2月定例会から令和 4年 6月定例議会まで） 

   ⑨名古屋経済大学との連携協力協定（令和 3年 5月から） 

   ⑩常任委員会において陳情提出者の趣旨説明の機会を付与（令和6年6月定例議会から） 

⑪市内県立高校生との意見交換会（令和 6年 3月から） 
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 4 

９．その他の取り組み 

   ①議場内へのパソコン（タッチパネル式限定）の持ち込み許可（平成23年2月定例会から） 

   ②議員への通知を原則メールで（平成23年1月から） 

   ③視察時に所管の委員長が同席（平成22年8月から） 

   ④議長車の廃止（平成 23年 10月インターネット公売で売却） 

  ⑤犬山市議会における災害時の対応に関する規程を制定（災害対策支援本部を設置） 

  ⑥議員１人１台タブレットの導入（ペーパーレス会議の促進）（令和 3年 2月定例議会から） 

  ⑦災害時（大雨等警報発令時）の議会の会議の進行方法マニュアルの策定 

   ⑧災害の発生を想定した議員の安否確認訓練を実施（令和 6年 9月から） 

   ⑨本会議開催中に災害が発生したことを想定した避難訓練を実施（令和 6年 9月定例議会） 

  ⑩全員協議会開催中に刃物を持った人物が現れたことを想定した防犯訓練を実施 

（令和 7年 8月） 
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　消費者物価指数の推移

R2基準 前年比 R2基準 前年比

平成25年 94.9 0.4 95.5 0.1

平成26年 97.5 2.6 98.1 2.6

平成27年 98.2 0.7 99.0 0.9

平成28年 98.1 -0.1 98.7 -0.3

平成29年 98.6 0.5 98.9 0.2

平成30年 99.5 0.9 99.9 1

令和元年 100.0 0.5 100.1 0.2

令和２年 100.0 0 100.0 -0.1

令和３年 99.8 -0.2 99.7 -0.3

令和４年 102.3 2.5 102.4 2.7

令和５年 105.6 3.3 105.7 3.3

令和６年 108.5 2.9 108.8 3.1

令和７年９月 112.0 3.5 112.4 3.6

◇消費者物価指数とは

◇愛知県（名古屋市）の状況について

　愛知県の総合指数は令和２年を100として、令和7年9月時点で112.4となっている。
　前回、特別職の給料額を改定した令和6年と比較すると3.6ポイント上昇している。

令和２年＝１００

全　国 愛知（名古屋市）

　定義では「全国の世帯が購入する家計に係る財及びサービスの価格等を総合した物価の
変動を時系列的に測定するもの。すなわち家計の消費構造を一定のものに固定し、これに
要する費用が物価の変動によって、どう変化するかを指数値で示したもの。」となってい
る。

年 備　考

資料⑦

15



令和５年１２月２０日 

 

 

 犬山市長 原  欣 伸 様 

 

 

                          犬山市特別職報酬等審議会 

                           会 長  加 藤 四 朗 

 

 

   犬山市特別職の給料及び議員の報酬の額の改定について（答申） 

 

 令和５年１１月１０日付け５犬総第１５８号で諮問のありましたこのことについて、下記

のとおり答申します。 

 

 

記 

 

１ 改定内容について 

 審議の結果、本市の市長、副市長及び教育長の給料、議員の報酬の月額については、

市長９６７，０００円、副市長８０２，０００円、教育長７１２，０００円、議長５ 

２９，０００円、副議長４８８，０００円、議員４７３，０００円とする。 

 

 

２ 答申までの経緯 

本審議会は、令和５年１１月１０日付で、市長から「犬山市特別職の給料及び議員の報 

 酬の額の改定について」の諮問を受けた。 

現行の額は、平成２４年度審議会の答申を受け、平成２５年４月１日に改定されたもの

で、その後、平成２８年度審議会で各職とも据え置き、さらに令和元年度、令和３年度審

議会でも同様に据え置きの答申がなされてから、概ね２年を経過したため改定の要否につ

いて要請されたものである。 

本審議会は、市内各団体及び各分野から選任した委員で構成し、関係資料を求めた上で

１１月１０日及び１１月２８日に会議を行い、幅広い視点で審議を行った。 

 

 

３ 改定に関する社会動向等 

 （１）社会情勢 

   令和２年から現在まで４年近くにわたる新型コロナウイルス感染症の影響により、日

本の社会経済に多大な影響を及ぼした。これに加えて、ウクライナ情勢の長期化、中東

資 料 ⑧

８ 
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地域をめぐる情勢も影響している。 

 内閣府月例経済報告では、景気全体の判断について、前回の令和３年度審議会の開催

時には「新型コロナウイルス感染症の影響により（中略）厳しい状況にある」としてい

たが、途中「持ち直しの動きがみられる。」となり、令和５年１０月現在では「先行き

については、雇用・所得環境が改善する下で、各種政策の効果もあって、緩やかな回復

が続くことが期待される。ただし、世界的な金融引締めに伴う影響や中国経済の先行き

懸念など、海外景気の下振れが我が国の景気を下押しするリスクとなっている。また、

物価上昇、中東地域をめぐる情勢、金融資本市場の変動等の影響に十分注意する必要が

ある。」としている。 

  

 （２）犬山市の財政状況 

 当市のここ数年度の財政状況について、財政力指数は前回開催時の０．９１から令和

４年度決算時において０．８７となり、ほぼ横ばいの状況である。 

決算状況により地方自治体としての財政状況は現状では健全と判断するが、今後とも、

安定した財政運営をしていくためには、歳入の根幹である市税の増収と不必要な歳出の

削減をするとともに、市民サービスの向上に最も効率的な財政運営を行う必要がある。 

 

 （３）特別職の報酬等の現状 

本市の特別職の報酬月額等については、平成２４年度審議会の答申に基づき、平成２

５年４月から、市長が４，０００円（△0.41%）減の９６４，０００円に、副市長が３，

０００円（△0.37%）減の８００，０００円に、教育長が３，０００円（△0.42%）減の

７１０，０００円に、議長が２，０００円（△0.38%）減の５２７，０００円に、副議長

が２，０００円（△0.41%）減の４８７，０００円に、議員が２，０００円（△0.42%）

減の４７２，０００円に引き下げを行った。 

その後の平成２８年度審議会、令和元年度審議会、令和３年度審議会では、すべての

職について給料・報酬額を据え置く旨の答申がなされたことより、現状上記の月額によ

り支給が行われている。 

 

 

４ 引き上げとした理由 

 （１）市長、副市長及び教育長の給料の額について 

   市長、副市長及び教育長については、市政執行の最高責任者であり、職責は非常に重

く、日頃から重圧の中で多くの業務にあたっていることから、その給料月額については、

それぞれの職責・業務に応じた給与が適正に支給されるべきである。 

 本審議会では、経済状況、本市の財政状況を踏まえ、人事院給与勧告及び勧告に基づ

く一般職の給与改定状況や、県下自治体間の各職の支給額の比較など、さまざまな視点

から審議を行った。 

 本市の市長、副市長及び教育長の給料の水準については、県下各市の状況と比較した

場合、概ね中段に位置し（名古屋市を除く県下 37市中、市長 23位、副市長 20位、教育
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長 21位）、県下では高い水準にはない。 

市長、副市長及び教育長の給料月額は、平成２４年度審議会の答申に基づく給料の引

き下げが翌２５年度に行われてから現在まで１１年間据え置きとなっている。 

また、ここ数回の審議会で、「市の財政状況や歳入見込みの改善の状況に応じ、今後

改めて市長、副市長及び教育長の給料については引き上げの検討を行うこと」としてい

た点については、市の財政状況は健全であるものの、横ばいの状況にあり、改善までに

は至っていないと判断した。 

このような状況を踏まえ、委員からは、市民のため積極的に市政に取り組む日頃の姿

勢と実績は評価されるべきであり、物価の上昇が見られ、労働者の最低賃金も上がる中、

引上げてもよいのではないか、という意見があった。 

これを受けて、国家公務員の行政職俸給表(一)の引上げ（0.96％）を踏まえ、今年度

の人事院勧告の指定職俸給表は、行政職俸給表(一)10 級の平均改定率（0.3％）と同程

度を引上げられるため、0.3％程度引き上げるのが妥当であるとの結論に至った。 

  

 (２)市議会議員の報酬の額について 

   非常勤の特別職である市議会議員は、行政機能のチェック及び適正化に加え、複雑化、

高度化する社会制度と地域の課題解決に、幅広い見識と専門知識がますます求められて

おり、その役割と重責に応じた適正な報酬の支給が必要である。 

   本市の市議会議員の報酬の水準については、県下各市の状況と比較した場合、議長及

び副議長は、ほぼ中段に位置しており決して高い水準にあるとは言えないが、一般議員

の報酬は県下で平均を上回っている（名古屋市を除く県下 37 市中、議長 21 位、副議長

17位、議員 11位）。 

委員からは、議員の日頃の活動が積極的かつ活発に行われている点を評価する意見が

あるものの、一般議員の報酬は県下で平均を上回っていることから、引き下げについて

も検討すべきという意見も出された。 

しかしながら、議員定数を２０人から１８人にしたことで、全議員の年収総額ではほ

ぼ中段に位置していること、また、市長、副市長及び教育長と同じく、日頃の活動内容

は先進的な取組みの推進や積極的な情報公開の姿勢などから高く評価すると言った意見

もあった。 

これを受けて、議長、副議長、議員は、国家公務員の行政職俸給表(一)の引上げ（0.96％）

を踏まえ、今年度の人事院勧告の指定職俸給表は、行政職俸給表(一)10級の平均改定率

（0.3％）と同程度を引上げられるため、0.3％程度引き上げるのが妥当であるとの結論

に至った。 
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